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若久デイサービスセンター荒木 重要事項説明書 

 

当事業所は契約者に対して指定通所介護を提供します。事業所の概要や提供されるサー

ビスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」と認定された方が

対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能で

す。 
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１．事業者 

（１）法人名         社会福祉法人 久英会 

（２）法人所在地      福岡県久留米市藤山町 1651番地 56 

（３）電話番号        ０９４２－２２―３０３０ 

（４）代表者氏名      理事長 中尾 一久 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類  久留米市介護予防・日常生活支援総合事業第 1 号通所事業 

(令和６年７月１日指定) 

（２）事業所の名称     若久デイサービスセンター荒木 (事業所番号 4071605119) 

（３）事業所の所在地   福岡県久留米市荒木町荒木 1984番地 1 

（４）電話番号     ０９４２－２６－５３８０ 

（５）事業管理者氏名  管理者：中島 文亮 

（６）当事業所の目的 

要支援状態又は事業対象者である利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り

居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及び向上
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を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、サービスを提供す

ることを目的とします。 

 (７) 運営方針 

  ・利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法その他関係法令及びこの契

約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、地域の保健・医療・福祉サービス等

と綿密な連携を図りながら、利用者の要支援状態の軽減や悪化の防止、もしくは要

介護状態となることの予防のため、適切なサービスの提供に努めます。 

（８）開設年月        平成２５年７月１日 

（９）利用定員  

・介護予防通所サービス       ２２人  

   ・元気向上通所サービス      ３人 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 久留米市 

（２）営業日及び営業時間 

営 業 日 
月曜日 ～ 土曜日 

（日曜日・元旦・1/2は休館） 

受 付 時 間 8時 30分  ～  17時 30分 

サービス提供時間 
9時 30分 ～ 16時 40分(予防通所) 

9時 30分 ～ 14時 30分(元気デイ) 

 

４．職員の配置状況 

   当事業所では、契約者に対して指定通所介護を提供する職員として、以下の職種の

職員を配置しています。 

 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

 

職  種 当施設配置 

１．管理者 1人 

２．生活相談員 1人 

３．介護職員  3人以上 

４．看護職員 1人 

５．機能訓練指導員 1人 
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<主な職種の勤務体制> 

職 種 勤 務 体 制 

１．生活相談員 勤務時間  8：30～17：30 

２．介護職員 勤務時間  8：30～17：30 

３．看護職員 勤務時間  8：30～17：30 

４．機能訓練指導員 勤務時間  8：30～17：30 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

  当事業所では、契約者に対して以下のサービスを提供します。 

 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額を契約者に負担いただく場合 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第 4条参照）＊ 

   以下のサービスについては、利用料金の大部分（9割もしくは 8割、7割）が介護保

険から給付されます。  

<サービスの概要>   

 ①食事（食事費は別途いただきます。） 

・当事業所では、栄養士（管理栄養士）の立てる献立表により、栄養並びに契約者の

身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。 

  ②入浴 

・ケアプランに入浴の計画が含まれている場合は、入浴又は清拭を実施いたします。 

 ③送迎 

・デイサービスで用意している送迎車で送迎いたします。  

  ④機能訓練 

・機能訓練指導員により、契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要

な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

<サービス利用料金（１回あたり）>（契約書第 7条参照） 

   下記の料金表によって、契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険

給付費額を除いた利用者様負担金をご負担いただきます。 
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介護予防通所サービス 

利用料金表(負担割合１割) 

 

【基本料金】             １回当たりのご利用様負担利用料金 

 要介護状態区分 料金 備考 

予防デイ(５時間未満) 

通所介護費 

要支援１ 436円／回 ４回／月まで 

要支援２ 447円／回 ８回／月まで 

  （入浴・送迎は料金に含む） 

 

【加算減算料金】 ※状況により算定内容が変わります。その際は都度ご報告します。 

生活機能向上グループ加算 １００円/月 

栄養アセスメント加算 ５０円/月 

栄養改善加算 ２００円/月 

口腔機能向上加算（Ⅰ） １５０円/月 

口腔機能向上加算（Ⅱ） １６０円/月 

一体的サービス提供加算（Ⅰ） ４８０円/月 

若年性認知症利用者加算 ２４０円/月 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 要支援１ ８８円 要支援２ １７６円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 要支援１ ７２円 要支援２ １４４円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 要支援１ ２４円 要支援２  ４８円 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００円/月 3ヶ月に 1回が限度 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００円/月 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０円/回 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ５円/回 

科学的介護推進加算 ４０円/月 

高齢者虐待防止措置未実施減算 ４円/回 

業務継続計画未策定減算 ４円/回 

同一建物減算 ９４円/回 

送迎減算 ４７円/片道 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 所定単位数の 11.1％に相当する単位数 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 所定単位数の 12.0％に相当する単位数 

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 所定単位数の 10.9％に相当する単位数 

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 所定単位数の 11.8％に相当する単位数 

  ＊所定単位数は基本サービス費に各種加算減算を加えた 1月あたりの総単位数とし 

   当該加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外する。 
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介護予防通所サービス 

利用料金表 (負担割合 2割) 

 

【基本料金】             １回当たりのご利用様負担利用料金 

 要介護状態区分 料金 備考 

予防デイ(５時間未満) 

通所介護費 

要支援１ 872円／回 ４回／月まで 

要支援２ 894円／回 ８回／月まで 

  （入浴・送迎は料金に含む） 

 

 【加算減算料金】 ※状況により算定内容が変わります。その際は都度ご報告します。 

生活機能向上グループ加算 ２００円/月 

栄養アセスメント加算 １００円/月 

栄養改善加算 ４００円/月 

口腔機能向上加算（Ⅰ） ３００円/月 

口腔機能向上加算（Ⅱ） ３２０円/月 

一体的サービス提供加算（Ⅰ） ９６０円/月 

若年性認知症利用者加算 ４８０円/月 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 要支援１ １７６円/月 要支援２ ３５２円/月 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 要支援１ １４４円 要支援２ ２８８円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 要支援１ ４８円 要支援２  ９６円 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） ２００円/月 3ヶ月に 1回が限度 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ４００円/月 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ４０円/回 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） １０円/回 

科学的介護推進加算 ８０円/月 

高齢者虐待防止措置未実施減算 ８円/回 

業務継続計画未策定減算 ８円/回 

同一建物減算 １８８円/回 

送迎減算 ９４円/片道 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 所定単位数の 11.1％に相当する単位数 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 所定単位数の 12.0％に相当する単位数 

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 所定単位数の 10.9％に相当する単位数 

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 所定単位数の 11.8％に相当する単位数 

  ＊所定単位数は基本サービス費に各種加算減算を加えた 1月あたりの総単位数とし 

   当該加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外する。 
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介護予防通所サービス 

 利用料金表 (負担割合 3割) 

 

 【基本料金】             １回当たりのご利用様負担利用料金 

 要介護状態区分 料金 備考 

予防デイ(５時間未満) 

通所介護費 

要支援１ 1,308円／回 ４回／月まで 

要支援２ 1,341円／回 ８回／月まで 

  （入浴・送迎は料金に含む） 

 

 【加算減算料金】 ※状況により算定内容が変わります。その際は都度ご報告します。 

生活機能向上グループ加算 ３００円/月 

栄養アセスメント加算 １５０円/月 

栄養改善加算 ６００円/月 

口腔機能向上加算（Ⅰ） ４５０円/月 

口腔機能向上加算（Ⅱ） ４８０円/月 

一体的サービス提供加算（Ⅰ） １，４４０円/月 

若年性認知症利用者加算 ７２０円/月 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 要支援１ ２６４円/月 要支援２ ５２８円/月 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 要支援１ ２１６円/月 要支援２ ４３２円/月 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 要支援１ ７２円/月 要支援２  １４４円/月 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） ３００円/月 3ヶ月に 1回が限度 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ６００円/月 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ６０円/回 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） １５円/回 

科学的介護推進加算 １２０円/月 

高齢者虐待防止措置未実施減算 １２円/回 

業務継続計画未策定減算 １２円/回 

同一建物減算 ２８２円/回 

送迎減算 １４１円/片道 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 所定単位数の 11.1％に相当する単位数 

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 所定単位数の 12.0％に相当する単位数 

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 所定単位数の 10.9％に相当する単位数 

介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 所定単位数の 11.8％に相当する単位数 

  ＊所定単位数は基本サービス費に各種加算減算を加えた 1月あたりの総単位数とし 

   当該加算は区分支給限度基準額の算定対象から除外する。 
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元気向上通所サービス 利用料金表 (負担割合１割) 

  １回当たりのご利用様負担利用料金 

 要介護状態区分 料金 備考 

元気デイ(３時間未満) 

通所介護費 

要支援１ 197円／回 月４回(週１回程度)まで 

要支援２ 393円／回 月８回(週２回程度)まで 

元気デイ(５時間未満) 

通所介護費 

要支援１ 214円／回 月４回(週１回程度)まで 

要支援２ 440円／回 月８回(週２回程度)まで 

  事業所と同一建物に居住している、もしくは事業所が送迎を行わない場合(減算) 

 要介護状態区分 料金（減算） 備考 

元気デイ(３時間未満) 

通所介護費 

要支援１ 177円／回 月４回(週１回程度)まで 

要支援２ 354円／回 月８回(週２回程度)まで 

元気デイ(５時間未満) 

通所介護費 

要支援１ 193円／回 月４回(週１回程度)まで 

要支援２ 396円／回 月８回(週２回程度)まで 

     

利用加算料金           １ヶ月当たりのご利用様負担利用料金 

生活機能向上グループ加算 １００円/月 

栄養アセスメント加算 ５０円/月 

栄養改善加算 ２００円/月 

口腔機能向上加算（Ⅰ） １５０円/月 

口腔機能向上加算（Ⅱ） １６０円/月 

一体的サービス提供加算（Ⅰ） ４８０円/月 

若年性認知症利用者加算 ２４０円/月 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） １００円/月 3ヶ月に 1回が限度 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ２００円/月 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ２０円/回 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） ５円/回 

口腔ケア加算 1（要支援１） １５円/回 

口腔ケア加算 2（要支援２） ２０円/回 

軽度化加算（Ⅰ） ５０単位/月（利用者負担なし） 

軽度化加算（Ⅱ）、軽度化加算（Ⅲ） １００単位/月（利用者負担なし） 

科学的介護推進加算 ４０円/月 

高齢者虐待防止措置未実施減算 ２円/回 

業務継続計画未策定減算 ２円/回 

  ＊送迎は料金に含む 
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元気向上通所サービス 利用料金表 (負担割合 2割) 

  １回当たりのご利用様負担利用料金 

 要介護状態区分 料金 備考 

元気デイ(３時間未満) 

通所介護費 

要支援１ 394円／回 月４回(週１回程度)まで 

要支援２ 786円／回 月８回(週２回程度)まで 

元気デイ(５時間未満) 

通所介護費 

要支援１ 428円／回 月４回(週１回程度)まで 

要支援２ 880円／回 月８回(週２回程度)まで 

  事業所と同一建物に居住している、もしくは事業所が送迎を行わない場合(減算) 

 要介護状態区分 料金（減算） 備考 

元気デイ(３時間未満) 

通所介護費 

要支援１ 354円／回 月４回(週１回程度)まで 

要支援２ 708円／回 月８回(週２回程度)まで 

元気デイ(５時間未満) 

通所介護費 

要支援１ 386円／回 月４回(週１回程度)まで 

要支援２ 792円／回 月８回(週２回程度)まで 

     

利用加算料金           １ヶ月当たりのご利用様負担利用料金 

生活機能向上グループ加算 ２００円/月 

栄養アセスメント加算 １００円/月 

栄養改善加算 ４００円/月 

口腔機能向上加算（Ⅰ） ３００円/月 

口腔機能向上加算（Ⅱ） ３２０円/月 

一体的サービス提供加算（Ⅰ） ９６０円/月 

若年性認知症利用者加算 ４８０円/月 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） ２００円/月 3ヶ月に 1回が限度 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ４００円/月 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ４０円/回 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） １０円/回 

口腔ケア加算 1（要支援１） ３０円/回 

口腔ケア加算 2（要支援２） ４０円/回 

軽度化加算（Ⅰ） ５０単位/月（利用者負担なし） 

軽度化加算（Ⅱ）、軽度化加算（Ⅲ） １００単位/月（利用者負担なし） 

科学的介護推進加算 ８０円/月 

高齢者虐待防止措置未実施減算 ４円/回 

業務継続計画未策定減算 ４円/回 

  ＊送迎は料金に含む 
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元気向上通所サービス 利用料金表 (負担割合 3割) 

  １回当たりのご利用様負担利用料金 

 要介護状態区分 料金 備考 

元気デイ(３時間未満) 

通所介護費 

要支援１ 591円／回 月４回(週１回程度)まで 

要支援２ 1,179 円／回 月８回(週２回程度)まで 

元気デイ(５時間未満) 

通所介護費 

要支援１ 642円／回 月４回(週１回程度)まで 

要支援２ 1,320 円／回 月８回(週２回程度)まで 

  事業所と同一建物に居住している、もしくは事業所が送迎を行わない場合(減算) 

 要介護状態区分 料金（減算） 備考 

元気デイ(３時間未満) 

通所介護費 

要支援１ 531／回 月４回(週１回程度)まで 

要支援２ 1,062 円／回 月８回(週２回程度)まで 

元気デイ(５時間未満) 

通所介護費 

要支援１ 579円／回 月４回(週１回程度)まで 

要支援２ 1,188 円／回 月８回(週２回程度)まで 

     

利用加算料金           １ヶ月当たりのご利用様負担利用料金 

生活機能向上グループ加算 ３００円/月 

栄養アセスメント加算 １５０円/月 

栄養改善加算 ６００円/月 

口腔機能向上加算（Ⅰ） ４５０円/月 

口腔機能向上加算（Ⅱ） ４８０円/月 

一体的サービス提供加算（Ⅰ） １，１４０円/月 

若年性認知症利用者加算 ７２０円/月 

生活機能向上連携加算（Ⅰ） ３００円/月 3ヶ月に 1回が限度 

生活機能向上連携加算（Ⅱ） ６００円/月 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ６０円/回 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） １５円/回 

口腔ケア加算 1（要支援１） １５円/回 

口腔ケア加算 2（要支援２） ６０円/回 

軽度化加算（Ⅰ） ５０単位/月（利用者負担なし） 

軽度化加算（Ⅱ）、軽度化加算（Ⅲ） １００単位/月（利用者負担なし） 

科学的介護推進加算 １２０円/月 

高齢者虐待防止措置未実施減算 ６円/回 

業務継続計画未策定減算 ６円/回 

  ＊入浴、送迎は料金に含む 
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・給付限度額を超えた分のサービスは、全額契約者のご負担となります。 

・契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいっ

たんお支払い頂きます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保

険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない

場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、契約者が保険給付の申請を行う

ために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

・契約者に提供する食事に要する費用を別途いただきます。（下記（２）①参照） 

・介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、契約者の

負担額を変更します。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第 5 条参照） 

   以下のサービスは、利用料金の全額が契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

・食事の提供に要する費用（食事費） 

  ・利用者に提供する食事にかかる費用です。 

 料金 ： １回あたり ５５０円  おやつ代 ８０円(希望者のみ) 

・通常の事業実施区域外への送迎 

   通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用され

る場合は、お住まいと当事業所との間の送迎費用として、別途料金をいただきます。 

・レクリエーション、クラブ活動 

契約者の希望によりﾚｸﾘｴｰｼｮﾝやｸﾗﾌﾞ活動に参加していただくことができます。 

   利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

・複写物の交付 

契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要

とする場合には実費をご負担いただきます。 

１枚につき   １０円 

 

・日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等契約者の日常生活に要する費用で契約者に負担いただくこ

とが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更するこ

とがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由についてご説明します。 

 

（３）利用の中止、変更、追加（契約書第 8 条参照） 

・利用予定日の前に、契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変 

更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサー

ビスの実施日の８時３０分までに事業者に申し出てください。 
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・利用予定日の８時３０分以降になって、利用の中止の申し出をされた場合、取消料

として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し契約者の体調不良等正

当な事由がある場合は、この限りではありません。 

 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の 8時 30分までに申し出がなかった

場合 

当日の利用料金の１００％ 

（自己負担相当額） 

・サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希

望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示し

て協議します。 

 

６. 個人情報に関する基本方針 

 社会福祉法人 久英会（以下、「法人」という）は、利用者等の個人情報を適切に取り

扱うことは、介護サービスに携わるものの重大な責務と考えます。 

  法人が保有する利用者等の個人情報に関し適正かつ適切な取り扱いに努力するととも

に、広く社会からの信頼を得るために、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報に

関連する法令その他の関係法令及び厚生労働省のガイドラインを遵守し、個人情報の保

護を図ることをここに宣言します。 

 

（１）個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、委託 

  ①個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得し、

利用目的を通知又は公表し、その範囲内で利用します。 

  ②個人情報の取得・利用・第三者提供にあたり、本人の同意を得ることとします。 

  ③法人が委託をする医療・介護関係事業所は、業務の委託にあたり、個人情報保護法   

と厚生労働省ガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行う業者を選定し、

かつ個人情報に係る契約を締結した上で情報提供し委託先へ適切な監督をします。 

 

（２）個人情報の安全性確保の措置 

  ①法人は、個人情報保護の取り組みを全職員等に周知徹底させるために、個人情報に   

関する規定類を整備し、必要な教育を継続的に行います。 

  ②個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、滅失、または毀損の予防及び是正の

ため、法人内において規定類を整備し、安全対策に努めます。 

（３）個人情報の開示・訂正・更新・利用停止・削除、第三者提供の停止等への対応法人

は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・更新・削除、第三者提供の停止

等の申し出がある場合には、速やかに対応します。 

   事業者及び従業者は、契約者及びそのご家族の個人情報の取り扱いについて、守秘

義務順守のもと細心の注意を払います。 
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◇社会福祉法人久英会、医療法人社団久英会の介護・医療情報の取り扱いについて 

社会福祉法人久英会・医療法人社団久英会では、医療・介護・福祉の一体的提供を

目指し、いつ、どの施設を利用されても、皆様が安心してご利用いただけるサービ

スの提供を目指し、ICT（情報技術）を駆使しながら、それに伴う個人情報を正確か

つ適切に管理させていただきます。※別紙１参照 

 

７．緊急時・事故発生時の対応方法について 

   サービスの提供中に契約者に緊急の事態及び事故が発生した場合、契約者の主治医

にご連絡するとともに、あらかじめ指定する連絡先にも連絡をします。 

    

８．連帯保証人（契約書 第 22条参照） 

①連帯保証人は、契約者と連帯して、本契約から生じる利用者の債務を負担するもの

とします。 

②前項の連帯保証人の負担は、極度額 50万円を限度とします。 

③連帯保証人が負担する債務の元本は、契約者又は連帯保証人が逝去された時に確定

するものとします。 

④連帯保証人からの請求があったときは、施設は、連帯保証人に対し、遅滞なく、利

用料等の支払い状況や滞納金の額等、契約者の全ての債務額等に関する情報を提供

しなければならない。 
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９．苦情の受付について（契約書第 23条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口（担当者）   

     ［職名］  管理者   中島 文亮 

    ○受付時間   毎週月曜日～土曜日（日曜日・１/１、１/２は休館） 

            ８：３０～１７：３０ 

    ○電話番号   ０９４２－２６－５３８０ 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

久留米市役所 健康福祉部介護保険課 

   住 所 久留米市城南町１５－３      電 話 ０９４２－３０－９２４７ 

   受付時間 ８：３０～１７：１５      ＦＡＸ ０９４２－３６－６８４５ 

 

広川町役場 福祉課高齢者支援係 

住 所 八女郡広川町大字新代１８０４－１ 電 話 ０９４３－３２－１１１３ 

ＦＡＸ ０９４３－３２－５１６４ 

八女市役所 健康福祉部介護長寿課高齢者支援係 

   住 所 八女市大字本町６４７番地     電 話 ０９４３－２３－１３０８ 

                        ＦＡＸ ０９４３－２２－２１８６ 

筑後市役所 高齢者支援課 

      住 所 筑後市大字山ノ井８９８番地    電 話 ０９４２－５３－４１１５ 

                        ＦＡＸ ０９４２－５３－４１１９ 

   広川町地域包括支援センター 

   住 所 八女郡広川町大字新１９６４－１  電 話 ０９４３－３２－１９５２ 

                        ＦＡＸ ０９４３－３２－０４９１ 

   国民健康保険団体連合会 

   住 所 福岡市博多区吉塚本町１３番４７号 電 話 ０９２－６４２－７８５９ 

                        ＦＡＸ ０９２－６４２－７８５７ 
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以上、介護サービスの提供にあたり、上記の通り重要事項及び個人情報の使用等につ

いて、説明を致しました。なお本書は、契約締結の際には、契約書の別紙（一部）とな

る事をご了承ください。 

説明日       令和    年   月   日 

 

   契約者氏名 

＜利用者＞     住 所                        

 

             氏 名                        

 

＜契約代理人＞   住 所                        

 

             氏 名                 （続柄   ） 

 

 ＜連帯保証人＞   住 所                        

 

             氏 名                 （続柄   ） 

 

当該サービスの重要事項説明書の説明を受けると共に、重要事項説明により個人情報 

の使用等について説明を受け、これに同意しました。 

 

＜利用者＞     氏名                         

 

   ＜契約代理人＞   氏名                  （続柄   ） 

 

個人情報使用についてのご家族の同意 

   

   ＜ご家族＞     住所                         

 

氏名                         

 

＜事業者＞     住所      福岡県久留米市藤山町 1651番地 56 

             事業者名    社会福祉法人 久英会 

             代表者     理事長  中尾 一久 

             事業所名    若久園デイサービスセンター荒木 

             住所      福岡県久留米市荒木町荒木 1984-1 

                     TEL 0942-26-5380  

             管理者     中島 文亮        

 

＜説明者＞      氏名                      
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